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○
総
務
省
令
第
四
十
八
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
百
九
条
の
四
第
五
項
、
第
百
九
条
の
七
第
四
項
（
同
令
第
百
九

条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
十
条
の
二
第
四
項
（
同
令
第
百
十
条
の
三
及
び
第
百
二
十
五
条
の
三
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
百
十
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
職
選
挙
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
四
月
八
日

総
務
大
臣

山
本

早
苗

公
職
選
挙
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

公
職
選
挙
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
総
理
府
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
六
そ
の
一
備
考
４
中
「1

5
,
3
0
0

」
を
「1

5
,
8
0
0

」
に
改
め
る
。

円
円

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
七
備
考
４
中
「

5
0

」
を
「

7
1

」
に
、
「2

6
2
,
5
0
0

＋

4
8

」
を
「2

6
9
,
8
5
0

７
円

銭
７

円
銭

円
６

円
銭

＋

6
6

」
に
改
め
る
。

円
６

円
銭

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
八
備
考
４
中
「

3
0

」
を
「

5
1

」
に
、
「3

6
5
,
0
0
0

＋

8
8

」
を
「3

7
5
,
5
0
0

７
円

銭
７

円
銭

円
４

円
銭
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＋
0
2

」
に
改
め
る
。

円
５

円
銭

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
九
そ
の
一
備
考
４
中
「5

3
,
3
8
8

」
を
「5
4
,
9
1
4

」
に
改
め
、
同
様
式
そ
の
二
備
考
４
中
「5

0
円

円

,
5
4
8

」
を
「5

1
,
9
9
2

」
に
改
め
、
同
様
式
そ
の
三
備
考
４
中
「3

8
,
6
2
1

」
を
「3

9
,
7
2
5

」
に
改
め
る
。

円
円

円
円

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
十
備
考
４
中
「3

0
1
,
8
7
5

」
を
「3

1
0
,
5
0
0

」
に
、
「5

1
0

4
8

」
を
「5

2
5

0
6

」
に
、

円
円

円
銭

円
銭

「2
5
5
,
2
4
0

＋2
6

7
3

」
を
「2

6
2
,
5
3
0

＋2
7

5
0

」
に
、
「3

5

」
を
「3

6

」
に
改
め
る
。

円
円

銭
円

円
銭

円
円

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
十
二
そ
の
一
（
別
紙
）
そ
の
２
中
「1

5
,
3
0
0

」
を
「1

5
,
8
0
0

」
に
改
め
、
同
様
式
そ
の
二
（
別
紙

）
備
考
１
中
「

5
0

」
を
「

7
1

」
に
、
「2

6
2
,
5
0
0

＋

4
8

」
を
「2

6
9
,
8
5
0

＋

6
6

」
に
改
め
、

７
円

銭
７

円
銭

円
６

円
銭

円
６

円
銭

同
様
式
そ
の
三
（
別
紙
）
備
考
１
中
「

3
0

」
を
「

5
1

」
に
、
「3

6
5
,
0
0
0

＋

8
8

」
を
「3

7
5
,
5
0
0

＋

７
円

銭
７

円
銭

円
４

円
銭

円

0
2

」
に
改
め
、
同
様
式
そ
の
四
（
別
紙
）
中
「5

3
,
3
8
8

」
を
「5

4
,
9
1
4

」
に
改
め
、
同
様
式
そ
の
五
（
別
紙
）
中
「5

0
５

円
銭

,
5
4
8

」
を
「5

1
,
9
9
2

」
に
改
め
、
同
様
式
そ
の
六
（
別
紙
）
中
「3

8
,
6
2
1

」
を
「3

9
,
7
2
5

」
に
改
め
、
同
様
式
そ
の
七
（
別
紙

）
備
考
２
中
「3
0
1
,
8
7
5

」
を
「3

1
0
,
5
0
0

」
に
、
「5

1
0

4
8

」
を
「5

2
5

0
6

」
に
、
「2

5
5
,
2
4
0

＋2
6

7
3

」

円
円

円
銭

円
銭

円
円

銭

を
「2

6
2
,
5
3
0

＋2
7

5
0

」
に
、
「3

5

」
を
「3

6

」
に
改
め
る
。

円
円

銭
円

円

附

則
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１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
公
職
選
挙
法
施
行
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
行

日
」
と
い
う
。
）
以
後
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
る
選
挙
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日

を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
た
選
挙
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


